
昨年度は協会でもコロナ前と同様とは言えません

が、多くの行事や会議、視察などが日常を取り戻し、

賀詞交歓会などにも多くの会員の皆様や来賓の方々

にご参列いただきました。その中での協会の役割と

して、会員の皆様のニーズに応える情報収集と情報

発信力が重要と考えております。

特に今年は協会創立 50 周年という記念すべき年

にあたります。原点に返って見直すべき点を整理す

るべき時が来たと言っても過言ではありません。

一例として、「われわれの誓い」という協会の綱

領です。策定後 15 年が経過した現在、社会の要請

に沿いながら、皆様のご協力を得て進化させていき

たいと思っております。

また、50 周年の節目に、いかなる時代にあって

も外食産業というフードサービスビジネスが、社会

にとって真に不可欠な産業であることを、時代に

合った手法でさらに発信していくことも重要です。

現在、全国に広がる会員企業の皆様にとってより

親しみのある記念事業にしようと、役員会で真剣に

ディスカッションをしているところです。

例えば、より見やすく魅力的なホームページへの

改修、より参加しやすいブロック協議会の開催など

についても話し合っております。

ジェフには 50 年に亘って培ってきた先人の知恵

や実績が詰まっています。これらを有効に皆様にお

届けし、変革していくべきところは躊躇なくイノ

ベーションを起こす。そんな 50 周年にしていきた

いと思っております。

そのためには会員の皆様のご協力とご理解が欠か

せません。各種行事や各委員会に積極的に参加して

いただき、忌憚のないご意見をお聞かせいただくこ

とを心よりお待ちしております。外食産業の持続的

な発展に向けて皆様と共に歩む一年になりますよう

心より祈念いたします。
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株式会社 アールディーシー
会長

協会創立 50周年にあたって



特 集 

2024 年度（令和６年度）定時総会
記念講演会・記念パーティー

当日は、正会員 424 社のうち、委任状提出を含め 293 社の出席で、総会開催に必要な定員数に達しているこ

とが確認され、令和６年度定時総会が開催された。

なお、総会終了後は、河合雅司氏による特別記念講演会に続き、記念パーティーが開催され、坂本哲志農林水

産大臣、林芳正官房長官をはじめ国会議員諸先生方、各界関係者諸氏を交えて賑やかに懇談が行われた。

５月 16 日　於：ホテルオークラ東京（東京都港区）

令和６年度定時総会は、近藤正樹会長の挨拶で始
まり、次に農林水産省の小林大樹大臣官房新事業・
食品産業部長より来賓祝辞を頂いた。その後、近藤
会長が議長に選出され、近藤会長の議事進行の下

もと
に、

各委員会委員長より当該委員会の令和５年度事業報
告ならびに令和６年度事業計画の提案があり、第１
号議案「令和５年度事業報告の件」、第２号議案「令
和５年度収支決算承認の件」、第３号議案「令和６
年度事業計画の件」、および第４号議案「令和６年
度収支予算の件」がいずれも原案どおり可決された。

続いて第５号議案「役員改選の件」が諮
はか

られた。
本年は役員改選期にあたり、新たに理事・監事が選
任されることになった。

役員選任手続きを終え、15 分間の休憩後、その
間に開かれた臨時理事会にて会長、副会長、専務理
事および常務理事が選任され、新会長には久志本京
子氏（㈱アールディーシー会長）が就任した。

また、新たに副会長として、井上善行氏（㈱カル
ラ代表取締役社長）、佐々野諸延氏（㈱リンガーハッ
ト代表取締役社長兼 CEO）の２人が就任し、小林
均副会長、宮下雅光副会長、岸野誠人副会長は退任
した。

久志本新会長の就任挨拶、近藤前会長の退任挨拶
の後、退任する近藤前会長、小林副会長、宮下副会
長、岸野副会長に対し、感謝状と記念品が贈呈され、
令和６年度定時総会の日程を終了した。

令和６年度役員

一般社団法人日本フードサービス協会（JF）

㈱アールディーシー会長

㈱トリドールホールディングス 代表取締役社長兼 CEO

康正産業㈱ 代表取締役

㈱イーストン 代表取締役社長

㈱グルメ杵屋 代表執行役社長

タニザワフーズ㈱ 代表取締役社長

㈱カルラ　代表取締役社長

㈱リンガーハット 代表取締役社長兼 CEO

久志本 京子

粟田　貴也

肥田木 康正

大山　泰正

椋本　充士

谷澤　公彦

井上　善行

佐々野 諸延

会長

副会長

坂本　修
石井　滋
岡田　崇幸
加藤　一隆

専務理事
常務理事
理事・事務局長
顧 問

定時総会　新会長に久志本京子氏

2   JF MONTHLY MAY/JUNE 2024



近藤前会長、２年間、会長として協
会のために全力でお取り組みいただき
誠にありがとうございました。ご経験、
行動力、判断力、知見、そして何より
も穏やかなお人柄で、会員の方々を大

切にして協会を運営してこられました。その後任として
少し重荷を感じているというのが率直な気持ちです。今
年は協会創立 50 周年という記念すべき大切な年に、こ
のような大役を仰せつかることははなはだ恐縮ではあり
ますが、協会との長いご縁ということで、精一杯、取り
組ませていただく所存です。

コロナ以降も外食産業を取り巻く環境は依然厳しい状
況が続いております。原材料価格は高止まりし、特に深
刻な人手不足は、全ての会員の方々の共通課題となって
おります。食の安全・安心、サステナビリティ、デジタ
ル化の推進などへの取り組みも重要ですが、何よりも人
材に関する多くの問題や課題が山積しております。

会員の皆さまのご支援とご協力、ご指導を仰ぎながら、
これら全ての課題の一つ一つに真摯に向かい合っていき
たいと思います。皆さまの変わりないご支援ご協力をお
願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

一般社団法人日本フードサービス
協会の令和６年度定時総会の開催に
当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

貴協会の皆さまにおかれましては、
日頃より農林水産行政・食品産業行

政の推進にご理解とご協力を賜っておりますことについ
て、厚く御礼申し上げます。

特に本年１月に発生した能登半島地震の際には貴協会
の会員企業におかれましては被災地へキッチンカーを利
用した温かい食事の提供等の対応をいただき心から感謝
を申し上げます。

また、本日をもって会長職を交代されるとお聞きして
おります近藤会長のこれまでのご尽力に深く敬意を表し
たいと思います。この２年間、新型コロナの感染拡大や
原材料等の価格高騰という大きな困難が生じている中
で、先頭に立って対応されました近藤会長のご功績に対
して改めて御礼申し上げます。

さて、外食産業は、農林水産業のパートナーでありま
す。日々、国民に対して豊かな食を提供し、さらに、約
400 万人の雇用を通じて地域経済を支える重要な産業
です。また、訪日外国人に対して、訪日前に期待してい
たことをたずねたアンケートでは、８割以上の人が「日
本食を食べること」と回答したという調査があります。
外食産業の皆さまが提供する食が世界中から人々を惹き
つける日本の魅力となっているものと考えます。

外食産業の発展は、食品産業はもとより国内農林水産
業、さらには食文化の発展を支えるものであります。人
材の確保、食材の安定調達、環境問題への対応など我が
国の外食産業が持続的に発展するために克服しなければ
いけない課題は様々ありますが、農林水産省としても、
その発展に向けて皆さまとの連携を強化し、皆さまの経
営努力、活動を支えてまいります。

結びになりますが、貴協会の益々のご発展と、本日ご列席
の皆さまのご健勝を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。

２年間の皆さまのご支援ご協力あり
がとうございました。改めて感謝を申
し上げます。２年前の会長就任時、協
会のあるべき姿といいますか、そう
いうものをちょっと申し上げたことが

あります。それは何かと言いますと、開かれた協会、全
員参加の協会、行動・挑戦する協会、そして、頼りにな
る協会です。これを目指して鋭意取り組んでまいりまし
たが、まだまだ志半ば、道半ばと言いましょうか。少し、
忸
じ く じ

怩たる思いがありますが、ここは久志本新会長に託し
ていきたいと思っております。

久志本会長は沈着冷静、そして理路整然で、何といっ
ても器量・技量・度量、三拍子そろった素晴らしいリーダー
であります。そして、この２年間は広報調査委員会委員
長として委員会活動をリードし、活性化の実現に尽力さ
れました。今後は外食産業のリーダーとして新風を巻き
起こし、将来に向けて布石をどんどん打たれることと思
います。

皆さまには久志本新体制へのなお一層のご支援ご協力
をお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

■ 久志本京子 第 21 代会長 就任挨拶

■ 来賓祝辞　小林大樹 農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部長

■ 近藤正樹 第 20 代会長 退任挨拶
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久志本新会長から近藤前会長へ 久志本新会長から宮下前副会長・環境委員長へ

久志本新会長から小林前副会長・組織対策委員長へ 久志本新会長から岸野前副会長・安全安心委員長へ

総会

記念講演会

退任する会長・副会長へ感謝の盾と記念品の贈呈

特 集 一般社団法人日本フードサービス協会（JF） 
2024 年度（令和６年度）定時総会記念講演会・記念パーティー
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総会記念講演　人口減少社会 ～静かなる有事～ への対応

一般社団法人 人口減少対策総合研究所 理事長

河合 雅司 氏

超党派国会議員の「人口減少戦略議連」特別顧問。作家・ジャーナリストとしての活動で
は「ファイザー医学記事賞」大賞、「文藝春秋読者賞」など受賞。数多くの著書があり、　　　　

“静かな有事”である人口減少が日本で起きることを克明に描いた著書『未来の年表』シリー
ズ（講談社現代新書）は累計 100 万部超のミリオンセラーとなっている。

この先の人口減少はどういう状況で推移していくの
か、それがマーケットにどういう影響を与えるのだろう
かということを考えてみたい。

2020 年の国勢調査をベースにした政府の推計では、
人口は 2070 年までに３割、100 年後に７割減ってしま
う状況だが、この人口推計は、年金財政検証に使うため
に毎回毎回少し楽観的な見通しを示しているので、おそ
らくこれよりもさらに減少のスピードは速い。だが間違
いなく増えるのは 65 歳以上の高齢者人口だ。今から丸
20 年は若い人だけが減って高齢者だけが増えていく。

しかも「逆三角形社会」とも言われる今の日本の人口
動態では、高齢者層においても逆三角形になり、75 歳
のところで切り分けると、前期高齢者 (65 歳～ 74 歳 )」
のところはすでに減り始めている。一方、75 歳以上は
徐々に伸びていく。

総人口に占める 80 歳以上の割合は現在 1 割、すなわ
ち国民の 10 人に 1 人は 80 歳以上で、東京都では 100
万人を超えている。大消費地の東京は、ものすごく高齢
化していき、東京の消費者マーケットは、今とかなり変
わっていく。日本全体で言っても、85 歳以上が相当数
増えていき、20 年後に働く世代が 1400 万人減った段
階の時に、85 歳以上だけで 1000 万人を超えてくるよ
うな状況になってしまう。

東京も大阪も含めて、大都市でもこの先「買い物難民」、
「医療難民」「食事に行く難民」が本当に増えてきてしま
うだろう。ここにどうやってモノやサービスを届けてい
くのか。これはすべての仕事・業種が考えなければいけ
ない。そうでなければ、マーケットは、より人口が減る
以上に縮んでいくことになってしまう。

これまでの人手不足は、人気業種、不人気業種、地域
差、景気の動向で人が足りなくなったり余ったりという

状況を繰り返してきが、この先は景気の動向はあまり関
係なくなるぐらいに、若い人の絶対数が減ることによっ
て、構造的な人手不足の状況が続いていく。

外国人の労働も当てにならない。今や外国人が日本に
来る必然性は色々な意味でなくなってきている。わざわ
ざお金をかけて言葉が通じない国に行って技術を学ばな
くても、自国のコンピュータの普及で経済成長が著しい。
しかも昨今の「円安」で、日本に行っても儲からない状
況がより強くなっている。永住者、定住者として、我々
と一緒になって日本を築いていってくれるような外国人
人口が上乗せされて、日本の人口の減り方をなだらかに
していくことは、ちょっと考えづらい。

労働集約型の産業は、2020 年代、2030 年代のうち
に労働集約型から変え得る方法を見つけるために、今の
うちに投資をし、人を磨くことに手を付けないと間に合
わないだろう。

この先の高齢社会は大きく分けて 4 つの特徴を持つ。
1 つ目は、高齢者といっても年配の高齢者が増えていく。
2 つ目は、年配の高齢者では圧倒的に女性の方が多くな
る。3 つ目は 1 人暮らしである。さらに 4 つ目は、な
かなか正規雇用に就けなかった「就職氷河期」の人たち、
年金保険料を払えてこなかった人たちが、この先高齢者
になってくるので、貧しい高齢者が増えていく。

政府は、再チャレンジで今から就職せよと言っている
が、今から就職しても無年金低年金はリカバリーできな
い。彼らの老後のことを考えなければいけない段階に
入ってきてしまっているのに、それを手当てする方策は
全く手つかずなので、おそらく何らかの負担を全国民で
することになり、税負担もしくは社会保険料負担が増え
る時期がそう遠くない未来にやってくるのだろうなと懸
念される。
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特 集 一般社団法人日本フードサービス協会（JF） 
2024 年度（令和６年度）定時総会記念講演会・記念パーティー

人口減少が急速に進む中、マーケットが縮小しながら、
戦略的にはむしろ成長させていくという、難しい課題は
誰もやったことがない。だが、我々はそういう壮大なチャ
レンジをせざるを得ないところまで来ている。良いとか悪
いとか関係なく、もうやるしかない。飲食店のこれまでの
常識のようなものがおそらく打ち砕かれていく状況に対し
て、先んじて何をすべきかを４つの点から考えてみた。

１．機械化

一つは徹底した機械化だ。労働集約型産業から脱却し、
生産性を向上させ、人時生産性を上げていく上でも、少
ない人数で、どれだけどこに人を使って、どこを機械化す
るのかを徹底させる。厨房の中は全部機械というくらいに
大胆に変わっていく時代がそう遠からず来るだろう。もし
かしたらお客さんが調理をするというような新しいサービ
スが出てくるかもしれない。どういう状況になっていくの
かはわからないが、今までどおりのお店も残っていくだろ
うし、だからといって全部が今と同じ形ではなく、いろい
ろなバリエーションを持ったお店を一つの企業が展開する
ような時代になるかもしれない。いずれにしても、どこま
で機械化できるかをギリギリまでチャレンジせざるを得な
くなるだろうということだ。
２．集約化

集約化についてはエリアの変化を見据えていくことが大
事だ。24 時間型の社会からの撤退は、世の中がようやく
追いついてきた。ロイヤルホストの方のお話では、24 時
間営業を止めて売上高はむしろ伸びていったという。この
成功モデルは多分、皆さんの業界では有名な話だと思う。
稼げる時間帯に、稼げるところに、人とお金を投資し集約
することで、むしろ利益を上げていく。何をどこに重点を
置くのかという集約化の基本を各企業が考えていかざる
をえなくなるだろう。

３．多軸化

出版社は今やもう不動産会社である。不動産会社が片
手間で出版事業をやっていると言ってもいい。出版業界は
本で利益を上げて社員を養える状況ではない。小さな出
版社は別だが、大手出版社は不動産で食べている。同じ
ように、飲食業界も何で儲けてどこで社会的ミッションを
果たしていくのかを考えていく時代に入ってきている。お
店を開いてお客さんに来てもらうだけのビジネスから、食
事を総合的にプロデュースしていくようなビジネスモデル
に転換したり、不動産など全くの異分野と組んで新しいイ
ノベーションを起こし、そこで利益を上げながら今までど
おりの業態も続けていく……。こうした選択ができる会社
も、もしかしたら“有り”かもしれない。いずれにしても
多軸化を図っていくことである。
４．海外進出

4 つ目はマーケットを海外へ拡大することだ。どこに出
店するのかを、一度問い直す必要がある。これまで多くの
業種は地政学的に近い中国大陸や東南アジアに多く進出
してきたが、これからは一つ一つの商品ごとに、どこの国
の、どの所得層の、どういう年齢層のマーケットを取りに
行くのかを、具体的に考えないとなかなかイノベーション
が起こりづらい。海外戦略を立てていくということだ。

この先の飲食業界には以上４つの点が迫られるだろう。
人口の絶対数が減ってしまうので、どうやって企業連携を
していくかを考えなければならない。事業提携、資本提携、
合併等々、協力の方法はいろいろあるが、1 社だけで全
部をやるという時代は徐々に無くなっていくだろう。どう
やって win-win の関係をつくっていくのかを念頭に、こ
の先人口が減っても業界の利益がむしろ上がり、おいしい
ご飯をいつも笑顔とともに届けてくれる、そのような社会
がずっと続くことを願っている。

記念パーティー
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会長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。この
たびわが国の外食産業の最大の団体、日本フードサービ
ス協会の会長に就任したことは、大変光栄なことであり、
また、前会長の近藤様はじめ、ここにご出席の多くの諸
先輩方を前にして、誠に身の引き締まる思いです。

外食産業は昨年５月以降のコロナの５類移行に伴い、
行動制限が緩和され、人の流れも戻り、またインバウン
ド需要などもあり、売上は回復基調にありますが、ただ、
原材料価格の高騰や物流費、人件費の上昇など、厳しい
環境に置かれていることは変わりありません。

また、人口減少対策総合研究所の河合理事長の記念講
演でもお話しがあったように、私たちは人口減少でとて
も悩ましい時代を迎えているとつくづく思います。外食
需要が回復する中にあって人手不足はさらに深刻なもの
となり、業種の垣根を越えて人材獲得競争は激しさを増
しております。

さらには物価高です。キャベツが一玉 1000 円という
物価高の中で節約志向が高まり、お客様の選別の目は非
常に厳しくなっております。私ども外食産業は、安全・
安心はいうまでもなく、付加価値の高いメニューの提供、
外食産業ならではのホスピタリティ、価格に見合った価
値、あるいは価格以上の価値をお客様に感じていただく
ことが大切だと、よりいっそう強く感じております。

さて、今年は協会創立 50 周年という記念すべき年に
あたります。そこで、この機会に改めるもの、見直すもの、
新たに取り組むべきことがあると思います。一つの例は、
協会の「われわれの誓い」という綱領です。これは創立
35 周年に改訂されたものですが、今の時代に合うように
見直す必要があるのではないでしょうか。

この 50 周年という節目に、私ども外食産業のフード
サービスビジネスが、いかなる時代、いかなる社会にお
いても、真に不可欠な産業であることを、これからの時

代に合った手法にて、発信し続けていくことが重要だと
考えております。

日本は今後も世界に冠たる観光立国としてインバウン
ド需要が益々高まると思われます。観光旅行、ビジネス
旅行の大きな目的として日本での食事は欠かせません。
私どもは外食産業人として、海外からのお客様に創造的
な外食シーンを提案する事で、日本の食文化の発信に大
きな弾みをつけることができると思います。日本食をもっ
ともっと魅力的なものとするために、皆様と心を一つに
して共に邁進していけたらと思います。

また、インバウンドだけでなく、成長が見込まれる海
外展開、アウトバウンドも同様に重要で、インバウンド
とアウトバウンドの両輪を成長に向けた好循環につなげ
ていかなければなりません。

外食産業の持続的な発展に向けて、取り組まなければ
いけないことは多々あると思いますが、外食産業はピー
プルビジネスです。多様な多くの人材に支えられている
産業であることは今も昔も変わりありません。

労働環境の整備や処遇の改善、育成などの人的資本へ
の投資、SDGs の達成、生産性の向上、業務の効率化、
デジタル化などの多くの情報を整理し、会員の皆さまに
とって有効な情報として提供できるよう努力してまいり
ます。さらには関係官公庁の皆さまとのフレキシブルな
懇談なども積極的に行い、厳しい経営環境下においても
少しでも有意義な情報を提供できるように対応していき
たいと思います。

言うまでもなく、こうしたテーマや課題はすでに協会の
各委員会で取り組んでおりますが、ここに登壇されている
副会長の皆さんと共に、精一杯頑張ってまいります。未熟
な部分も多々あるかと存じますが、皆さまのご支援、ご指
導のほどを心からお願い申し上げまして、私の挨拶とさせ
ていただきます。本日はまことにありがとうございました。

創立 50 周年の記念すべき年に
未来に向けて考えるべきことやるべきことを
皆さまと共に整理し実行していきたい

記念パーティー

久志本京子 新会長　就任挨拶
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本日退任される近藤前会長をはじめ会員の皆さまには、日頃より国内各地の優れた農林水産物を活用
し、消費者の豊かな食生活と日本の食文化を支えていただいていることに、厚く御礼申し上げます。

さて、現在、国会では、食料・農業・農村基本法の一部改正法案が審議されています。新たな基本法は、
食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立等を目指すものです。外食産業につい
ても、食品アクセスの確保、食品産業の健全な発展、食料の持続的な供給に要する費用の考慮等、様々
な関連事項が含まれており、農林水産省として必要な施策を展開していきたいと考えています。

特に、食料の安定的な供給を実現し、食料安全保障を確保していくためには、生産から消費に至る食
料システム全体で持続性を確保する必要があり、消費者のご理解を前提として、各段階での価格転嫁
を図っていくことが極めて重要です。このため、昨年８月から、貴協会にもご参加いただいて、食料シ
ステムの関係者が一堂に会する協議会で議論しているところです。貴協会のご意見もお聞きしながら、
合理的な費用が考慮される仕組みの構築について、検討を進めてまいります。

外食産業の発展は、貴協会及び会員企業の活動に大きく左右されます。本日の久志本新会長のご就
任を心よりお祝い申し上げるとともに、新会長のもと、業界がさらに発展されますよう、農林水産省も
皆さまとの連携を強化し、皆さまの経営努力、活動を支えてまいります。

日本フードサービス協会の益々のご発展と外食業界の皆さまのご健勝を祈念申し上げまして、私の挨
拶といたします。

坂本哲志 農林水産大臣

林芳正 官房長官
近藤会長から久志本会長に代わられるということで、「がってん寿司」に行かなければと思って、先

ほど検索したら、西落合と池袋にしか店がないということです。私の今の職責上、危機管理上、 何か
あると 30 分以内に官邸に駆けつけなければなりませんので、ぜひこの界隈にも「がってん寿司」を作っ
てもらいたいなと思っています。ジェフの中には、高級感があるとか、お手軽に行けるとか、色々なお
店があり、やはり消費動向をしっかりと捉えて、選択肢が増えてきてるなと日々感じております。

厳しい日本の市場競争の中で勝ち残っている皆さまが、さらに世界にも展開されていくことが、日
本の色々な輸出にもつながっていってるのだろうと、心強く思っております。私は政府全体の横串を
刺す仕事ですので、坂本農林水産大臣、関連する諸大臣と一緒に、色々と皆さんの後押しをしていき
たいという事を申し上げて、お祝いのご挨拶といたします。

来賓挨拶

特 集 一般社団法人日本フードサービス協会（JF） 
2024 年度（令和６年度）定時総会記念講演会・記念パーティー

壇上に立つ JF 新執行部　
（左より）佐々野新副会長、谷澤副会長、大山副会長、粟田副会長、久志本新会長、
肥田木副会長、椋本副会長、井上新副会長
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今年白寿を迎えられる歌田勝弘・味の素名誉顧問（中央手前）を囲んで
島村宜伸・元農林水産大臣、橋本聖子参議院議員、野田毅・元自治大臣

新井ゆたか消費者庁長官

衆議院議員　石破茂 元農林水産大臣

衆議院議員　北側一雄 公明党副代表

ドイツに GDP が抜かれました。 GDP に占める輸出の割合が、ドイツは 47％、韓国は 44％、 日本は
18％です。やはりこれは考え直してみる必要があるだろうと思っております。そこにおいて、食料産業、
外食産業が果たす役割はすごく大きいと思っております。

先般、台湾で大きな地震がありました。報道をご覧になった方はお気づきだったと思いますが、あっと
いう間にキッチンカーがやって来ます。同じように地震の多いイタリアでは、法律で決まっていて、48 時
間以内にコンテナ型のトイレとキッチンカーとテントが届く、ベッドも届くそうです。そして、被災者に提
供されるのはイタリア料理のフルコース、ワイン付きです。家は壊れた、家族も死んだ、仕事もどうなるか
わからない、そういう人たちを励ますのは温かい食事だろうという考えだそうです。シェフの人も、あらか
じめ誰がどこに行くかが決まっている。ボランティアではなく、実費を払って行くのです。 

ボランティアではないというのは、営利を目的としないという意味だそうです。イタリアでは外食産業の
シェフの方々にそういう役割がきちんと与えられているということです。私も先日、能登半島をぐるっと回
りましたが、日本の避難所は基本的に関東大震災の時とあまり変わっていない。本当にこれでよろしいん
でしょうかと、先般の予算委員会で総理にお尋ねしたところです。辛い思い、悲しい思いの人に国がどう
応えるかということにおいて、また皆さま方のお知恵、お力を賜らんことを心からお願いして、ご挨拶を終
わります。

今年は JF の 50 周年ということで、これを契機に、日本の外食産業をまさしくリードしている JF の皆さ
まにはますます発展をしていただきたいと思います。

外食産業はまさしく日本の経済の、間違いなく基幹産業だと思います。それはもう、働いている人が
500 万人、そして１年間に売上 25 兆円ですか。まさしく日本の成長産業であってもらいたいと思うのです
が、ただ、 先ほどお話があったとおり、日本の経済、社会情勢には、様々な難しい課題があります。皆さま
からそうした課題をしっかりと聞かせていただいて、その克服に向けて少しでもお手伝いをさせていただき
たいと思っております。今後とも JF の皆さまが発展され、ご指導を賜りますことをお願い申し上げまして、    
ご挨拶とさせていただきます。
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特 集 一般社団法人日本フードサービス協会（JF） 
2024 年度（令和６年度）定時総会記念講演会・記念パーティー

乾杯の挨拶　橋本聖子参議員議員・ 元内閣府特命担当大臣
近藤会長、この 2 年間、本当に

ありがとうございました。そして
この半世紀にわたる JF の歴史の中
で初めての女性会長、久志本会長
のご就任、誠におめでとうござい
ます。

  久志本会長が初めての女性会長ということで、　　
本日は乾杯の発声のご指名をいただいたと思っており
ます。ご配慮に感謝申し上げます。

以前、テレビでカリスマ経営者として久志本会長を
拝見したことがあります。今回の新会長のニュースで
は、さらに女性の活躍が広がる日本になるのではない
かと心が踊った次第です。久志本会長の「手の届く贅
沢をお届けしたい」という言葉に、胸がドキッとした
ことがあります。私も一応主婦でありますので、きめ
細かに、家庭の中にある一つ一つの幸せ、喜びという
ものが、外食産業で表すことができるのだと、そんな
心を広げていただける方なのだと、とても感動いたし
ました。ますますのご活躍、そして JF の皆さま方のご
発展、ご健康を心からご祈念申し上げ、杯を上げさせ
ていただきたいと思います。日本フードサービス協会
の皆さま方のご発展、ご健康を心からご祈念申し上げ、
乾杯！

橋本聖子参議院議員の乾杯の音頭で
国会議員の諸先生方も壇上より乾杯

新副会長（左：佐々野氏、右：井上氏）を紹介する粟田副会長（中央）
その後、粟田副会長の中締めで、余韻を残しながら記念パーティー
は終了となった

衆議院議員　泉健太 立憲民主党代表
今、国会ではいわゆる技能実習の次の育成就労について法律が審議をされる状況にあります。例えば外食

産業で働く外国人は今、約 20 万人ですが、その半分以上が実は留学生とその家族などで、技能実習の制度
には当てはまらない人たちです。育成就労という新しい制度においては、これから日本に来る人たちをより大
切にしなければ、日本がそもそも選ばれる国になるかどうか、今は瀬戸際に立たされているとの認識を持つこ
とが必要です。もし外国人材の獲得で海外に行かれる時には、今まで以上に日本にお迎えするという姿勢を持っ
て接していただくことが非常に重要ではないかと思います。

情報化も非常に進んでおりまして、外国人同士のやり取りも、彼らのコミュニティごとに非常に活発になって
いますので、あそこではこんな働き方をさせられたという情報が一気に広がって、全然そこに人が集まらなく
なるなどということも、これからの時代には想定せねばならないと思います。

わが国は今、円安の状況下でインバウンドも大変多くなってきておりますが、日本で働いて円を稼ぐという
ことにおいては、なかなか厳しい時代になっております。我 も々今まで以上に外国人材を大切にするということ
で法律を作っていきたいと思います。皆さま方もまた、企業ごと職場ごとに、そうした意識を進めていただけ
ればと思っております。

これからも皆さまと共に発展していきたいと思っておりますので、立憲民主党もどうぞよろしくお願いします。
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1 道野 英司（みちの  ひでし） 氏

（前農林水産省輸出・国際局審議官）（オンライン参加）

今回の問題に対する行政の対応

紅麹問題について行政から発表されている情報を整理
すると次のようになる。

高齢化の進展により、より良い効果が期待できる健康
食品へのニーズが高まり、健康食品・サプリメントの市
場規模は年間 1 兆 2000 億円とも言われる。5000 万人
以上がこうした食品に年間 2 万 4000 円を費やしてい
るというデータもある。

健康食品の法律上の定義はなく、広く健康の保持増進
に資する食品として利用販売されているものを指す。そ
のうち国の制度としては、それぞれ特定保健用食品と栄
養機能食品の制度があり、国が定めた安全性や有効性に
関する基準を満たさなければ該当食品として認められな
い。一方、機能性表示食品は、企業等の責任で科学的根
拠に基づく機能性の表示が可能となる食品で、平成 27

（2015）年度より食品表示法に基づき施行されている。
今回の小林製薬の件は、厚労省が 3 月 26 日、同社の

紅麹を含む健康食品３製品（紅麴コレステヘルプ、ナイ
シヘルプ + コレステロール、ナットウキナーゼさらさ
ら粒ゴールド）を食品衛生法第 6 条に該当する有害食
品と判断し、回収命令を出した。4 月 23 日までに入院

者が 256 人、死亡者が 5 人と公表されている。同社の
紅麹原材料の販売先は 173 社だったが、紅麹原材料の
摂取がこれら３製品と同等以上、あるいは過去 3 年以
内に医師から健康被害が 1 件以上報告された製品はな
かった。

紅麹製品の被害症状をとりまとめた日本腎臓学会の
報告書によると、40 ～ 69 才の女性の被害が最も多く、
製品の摂取期間は 1 年以上から 1 か月まで様々である。
初診のほとんどは昨年 12 月以降の受診で、検査データ
から、腎臓でミネラルの再吸収を行う際、尿細管の異常
を示す症候群が疑われている。治療としては、製品の摂
取中止が約 75％、透析治療を含むステロイド治療等が
約 25％であった。

日本フードサービス協会（以下「JF」）および食の安全・
安心財団（以下「財団」）では、これまで食品業界を巻
き込む感染症や食中毒などの問題が起こるたびに、危機
管理対策の一環としてリスクコミュニケーションや意見
交換会等を実施してきた。今回発生した紅麹（べにこう
じ）問題は、まさに食品の安全・安心に対する企業の危
機管理が問われていることから、JF と財団は 4 月 25 日、
東京・ベルサール八重洲にて専門家を交えて意見交換会
を共催し、180 名の参加を得た。

今回の紅麹問題は、小林製薬の機能性表示食品である
紅麹成分入りのサプリメントをめぐって健康被害の問題
が浮上したことだ。そこで消費者庁は機能性表示食品制

度の見直しについて検討会を開催し、サプリメントの製
造工程や品質検査に問題はなかったかを検証することに
なった。
「紅麹」は従来から食品の着色料などに利用されてい

るものだが、今回の問題で紅麹の原料や紅麹色素、麹を
使った食品にも不安が広がってしまった。現時点では、
問題の原因について未だ特定されていない。

4 月 25 日の意見交換会では、現時点で明らかになっ
ていること、何が問題となっているのか、どこに課題が
あるのかなどについて、宮下健治 JF 協会理事の司会で、
まず 6 人の各分野の専門家の立場から話していただい
た後、フロアとの意見交換が行われた。

厚労省資料

厚生労働省資料

紅麹食品問題などに関する意見交換会 4 月２５日　東京・ベルサール八重洲
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厚労省の発表によると、紅麹から出てくる毒性物質の
シトリニンは今回は検出されていない。現時点で腎機能
障害の原因は明らかになっていないが、プベルル酸が検
出されたという報告があり、それ以外にも複数の化合物
が検出されている。これについては引き続き単離精製し
て化学構造を調べることになる。

今後の対応として、一つは、原因物質の特定後、消費
者の使用状況等を踏まえて、消費者庁や厚労省など各方
面が連携して適切なリスクコミュニケーションを実施す
る。もう一つは、厚労省による食品等の健康被害に対す
る情報収集体制の見直しと国の関与の在り方、消費者庁
による食品表示制度の今後の在り方について、5 月末を
めどに取りまとめる。被害拡大防止のための迅速な製品
回収、再発防止のための原因究明、原因物質の特定が待
たれる。

2 前橋 健二 （まえはし  けんじ）氏

（東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科 教授）

「麹」が受ける風評被害への懸念

今回の件でまず世間の方から
「紅麹は麹の一種で、酒や味噌の
原料になる」と誤解されている
ことに危機感を覚えた。アオカ
ビで汚染とか、未知成分、プベ
ルル酸などの用語も交えた報道
がなされ、麹もそれらと同類であるかのように伝えら
れ、麹など発酵食品の健康イメージが大きく損なわれた。

「酒、味噌、醤油は大丈夫なのか」等々の問い合わせがあっ
たが、今回の件はそれらと直ちに結びつけられる事案で
はなく、全く別物で関係がない。酒、味噌、醤油までも
が、風評被害でイメージダウンしてしまうところが非常
に危険だと感じた。
「こうじ」とは、蒸した穀物などに麹菌を生

は
やした固

体培養物であり、麹菌がつくった消化酵素を大量に蓄え
ている。原料がコメであれば米麹、豆であれば豆麹とな
る。麹は酵素の供給源であり、日本で 1000 年以上前か
ら食に使用されており、甘酒、焼酎、塩こうじなどの製
造に欠かせない。麹菌は古くから種麹屋で安全に受け継
がれ家畜化されたカビであり、野生には存在しない。こ

うじ醸造食品のルーツは醤
ひしお

で、そこからさらに食酢、味
噌、醤油などが、純粋培養技術の発達とともに日本独自
に開発されていった。野生のカビから全く毒を作らない
麹菌だけをより分けて受け継がれてきた一千年の歴史が
ある。明治以降の近代化の中で、麹菌の微生物学的研究
が急速に進展し、カビ毒をつくらないことが科学的に証
明された結果、その遺伝子の安全性が世界に発信されて
いる。

一方、紅麹とは、蒸したコメにモナスカス菌を生やし
たものであり、中国で生まれたと言われる。モナスカス
菌はカビの一種で赤い色素をつくるのが特徴で、中国や
台湾では古くから紅酒や発酵食品の製造に用いられてき
た。日本へは江戸時代に伝わり、琉球（沖縄）で「豆腐
よう」作りが始まった。豆腐ようも、今や日本の発酵食
品の一部になってはいるが、もともとのルーツが違うの
で麹の仲間に入っていない。
「紅麹」と「こうじ」の共通する点は、蒸した米にカ

ビをはやしたものであることだ。しかし微生物的には全
く異なる。紅麹は 20 種類ほどあるといわれるモナスカ
ス属のカビであり、赤い色素を作るのが特徴であるのに
対し、麹菌は色素を作らないし、アフラトキシンのよう
なカビ毒を作らない。麹菌はアスペルギルス属のカビの
仲間で、古くから日本の醸造食品に広く使われており、
和食に欠かせない。オリゼー、ソーヤ、ルチュエンシス、
カワチの 4 種は「国菌」と呼ばれている。

紅麹 こうじ
・蒸した米にカビを生やしたもの

・カビ毒をつくらないアスペルギルス属カビ

オリゼー、ソーヤ、ルチュエンシス、
カワチの4種（国菌）

・モナスカス属カビ

・日本で古くから製造技術が発達してきた

・強い加水分解酵素力でおいしさをつくる

・日本の醸造食品に広く使われ、和食に欠
かせない

・中国や台湾で古くから発酵食品
の着色や漢方薬に利用されてきた

・薬理効果がある

・日本に伝わり、沖縄の豆腐ように
使われるようになった

赤い色素をつくる
カビ毒をつくる種がある

微
生
物

使
わ
れ
方

歴
史

紅麹とは
（紅麯、Red Yeast Rice）

蒸した米にモナスカス菌を生やしたもの。

・モナスカス菌はカビの一種で赤い色素をつくるのが特徴。
・中国や台湾では古くから紅酒や発酵食品に用いられてきた。

日本へは、江戸時代に紅腐乳が
伝わり、琉球（沖縄）で豆腐よう作りが始まった。

Molecules 2021, 26, 1619. 
https://doi.org/10.3390/molecules26061619

Red Yeast Rice
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3 背黒 勝也 （せぐろ  かつや）氏

（一般社団法人 日本食品添加物協会 専務理事）

紅麹とベニコウジ色素 －相違点について－

小林製薬が 3 月 22 日に「紅
麹」の成分を含む 3 種類の機
能性表示食品の自主回収を発表
した後、我々の協会にも「紅麹
という添加物で健康被害が出る
のか」という質問が多々寄せら
れるようになった。そこで、これは是非ベニコウジ色素
と紅麹の違いを説明する必要があると思い調べた。

2014 年 3 月、食品安全委員会はホームページにて「紅
麹を由来とするサプリメントに注意」として欧州の注意
喚起に言及している。EU は紅麹由来のサプリメント中
のカビ毒「シトリニン」の基準値を設定し、フランスは
摂取前に医師に相談するよう注意喚起し、スイスは紅麹
を成分とする製品は食品としても薬品としても売買を禁
止していた。

紅麹と紅麹菌について日本の文献で調べたところ、紅
麹とは、紅麹菌を穀類に塗布して生やしたもので、赤の
色素を生産するので紅麹といい、菌株により赤味の濃さ
が違う。紅麹を古来伝統的に固体培養した場合と、液体
培養した場合とを比較すると、固体培養では精白米を水
と一緒に滅菌し、そこに紅麹カビを接種し、培養、乾燥
して粉砕する。固体培養では培養液の分離工程はない。
他方、液体培養では、培養液を分離したあと何らかの精
製工程が入る。固体培養した紅麹では、コレステロール
を生成阻害するモナコリン、色素、有機酸、アミノ酸な

どが生産され、培養液の分離が無いのですべてが紅麹に
入っている。

小林製薬が公開している製品の安全性試験によると、
「モナスカス・ピロサス」という菌株を用いて固体培養
した紅麴はシトリニンを生産しないと報告されている。
したがって今回の問題が起きた原因は、特定のロットで
何かが生産され、混入されたかと思う。

添加物としてのベニコウジ色素は 2 種類が既存添加物
名簿に収載されている。一つは名簿第 284 番のベニコ
ウジ黄色素、もう一つは第 285 番のベニコウジ色素で
ある。食品添加物の一つである既存添加物は天然添加物
で、長年使用されてきた実績で使用を認められている。
既存添加物は所定の規格基準に合致しなければ、そのま
ま市場に出せない。出すと法律違反となる。また、ベニ
コウジ色素は名簿のどちらかに属する菌で作らねばなら
ない。

以上のように、「紅麹」と「こうじ」は辿ってきた歴
史が違う。紅麹はもともと中国や台湾で発展したもので、
漢方薬として日本へ伝わった。日本では沖縄の豆腐よう
の原料にもなる。一方、麹は強い加水分解酵素力でおい
しさを作り出す。

今回の件で、麹や発酵食品がのイメージが低下するよ
うな雰囲気になってしまったのはとても残念だが、報道
の伝え方もだんだん変わってきたので、これまでのよう
に「麹は健康に良いものである」との認識が早く取り戻
されるよう願っている。「こうじ」は日本が世界に誇れ
る技術であることを是非発信していきたい。

食品添加物の種類
食品添加物

既存添加物
３５７品目

天然添加物で
長年使用され
てきた実績で
使用を認めら
れた添加物

ポジティブリスト

天然香料
（約６００品目

例示）

植動物を
起源とす
る香料

指定添加物
４７６品目

国が、安全性
と有用性を確
認し、使用し
て良いと指定
した添加物

ポジティブリスト

一般飲食物
添加物
（約１００品目例示）

通常、食品と
して用いられ
るが、添加物
的な使い方を

する物

令和６年３月現在

ベニコウジ色素の製法は、製造会社の企業秘密という
ことで開示は難しい。製法は基本的に醗酵ジャーでモナ
スカス菌を摂取して培養、分離し、菌体を取り出して洗
浄後、エーテル、エタノールといった溶媒で抽出すると
いう操作かと思う。

ベニコウジ色素の製法

紅麹色素の衛生化学的研究（Ⅰ） 食衛誌

発酵
原料

水
発酵ｼﾞｬｰ 殺菌 培養 分離

紅麹液モナスカス菌接種

菌体

ｴｰﾃﾙ
抽出 菌体 ｴﾀﾉｰﾙ

抽出

モナスコルブリン
モナスコフラビン

ルブロパンクタチン
モナスコルブラミン

ルブルロパンクタミン

菌体

洗浄

タンパク質結合体
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4 植地 泰之 （うえち  やすゆき）氏

（内科医・東中野セント・アンジェラクリニック院長）

小林製薬 紅麹サプリ事件の問題点と提言

そもそも何が起きたのか： 今回の小林製薬の製造で
は、紅麹の菌株に A 株と B 株の 2 種類が使われていて、
A 株の方にだけ何らかの異物が入り、B 株の方には入っ
ていなかったらしい。また、B 株は小林製薬から他社の
使用に供給されたらしい。ここまでがわかっていること
で、報道では成分エックスとかプベルル酸とか色々と名前
が出ているが、中身に何が混入してたかはわからない。

今のところ日本腎臓学会ではファンコーニ症候群や間
質性腎炎などに言及しているが、そもそも症例の詳細が
開示されていないのでわからない。安全性の解析は情報

がないとよくわからない。今回、死亡した方と存命の方
が同じ病態なのかどうかもわからない。腎臓学会のデー
タで背景因子を見ると、中年女性が多い。しかし、一般
に高齢者はコレステロールが高くなって薬を飲んでいる
可能性が高く、中高年では薬を飲む前に健康食品に走る
人が多く、子供はそもそも健康食品を飲まないという傾
向にある。ということは、背景因子として中高年が多かっ
たかどうか、女性が多かったかどうかもわからない。服
用期間にしても、長期に服用したための副作用なのか、
混入物による短期的なものなのかわからない。もし短期
的な服用で腎不全、腎障害が起きたとすると、かなり強
力な腎機能障害物質が混入していなければならない。も
ちろん食物などではなく、錠剤などに濃縮されているた
め、かなり毒性が強くなっているかもしれないが、それ
もよくわからない。

私の実際の腎障害の事例で、
ある健康食品を長く服用した人
が腎機能障害を起こして入院し
たことがあるが、他の地域では
全く何も起きていない。ある特
定の地域の水道水とか食べ物と
かが相互作用して腎臓の中に析出してしまったために、
そこの地域の人たちだけに起きていた問題ということも
ある。したがって安全性の情報の分析は、情報を早く集
めることが重要になる。

副作用と有害事象：それからもう一つ、安全性を考え
るときは「副作用」と「有害事象」という２つのことを
考えることだ。「副作用」には因果関係があるが、「有害
事象」には因果関係がない。「薬を飲んで死んだ」とい
うだけの情報であれば、因果関係があるかないかは分か
らないので「有害事象」になる。車を買って交通事故を
起こすのは、スピード違反などをするからであって、有
害事象であり、車と交通事故に因果関係はないので副作
用ではない。

本来はメディアに情報を出す前に副作用や因果関係を
一生懸命調べるのだが、今回は先にメディアで報道され
たので、「私も副作用ありました」という形でどんどん
報告が出てくる。ただ、これには因果関係の無いものも
多く混じっているので、有害事象が多くなる。例えば 3
例の健康被害が出ましたと記者会見を行うと、その後 1
週間ぐらいで突然 100 例ぐらいに増えてしまう。そう
すると、この中にノイズがいっぱい入り込んでしまって

ベニコウジ色素は、ベニコウジカビ属糸状菌から得ら
れた黄色のアンカフラビンと赤色のモナスコルブリンを
主成分とし、状況により色が変わるという性質がある。
紅麹原料は食品・食品原料に区分され、添加して使う場
合は「着色料 ( 紅麹 )」と表記する。ベニコウジ色素は
食品添加物（着色料）に区分される。

対象品 紅麹原料 ベニコウジ色素
区分 食品、食品原料 食品添加物（着色料）

根拠となる
規制 なし 食品衛生法

国家規格基準 なし あり。成分規格・使用基準が定めら
れている（公定書）

製 法 固体培養で培養した紅麹より製造する 液体培養し、菌体より抽出製造する

主成分
モナコリン類、色素、有機酸、アミノ酸、
ステロール、フラボノイド、生理活性物質
（文献）

アンカフラビン類、モナスコルブリ
ン類 （公定書）

健康危害 これまで報告
なし

これまで報告
なし

小林製薬の特
定ロットで報
告

これまで報告なし

使用目的
（機能）

麹、風味・呈
味を利用 食品の着色

機能性（２㎎
ポリケチド
日）

食品の着色 （使用不可の食品が指
定されている）

機能の確認 なし なし 消費者庁に届
出制

国が認めた規格を満たす（シトリニ
ン0.2μg/g以下等）

使用製品 食品全般 食品全般 サプリメント 食品全般（使用基準参照）

表示方法
米紅麹（米、
米胚芽、紅麹
菌）、紅麹等

着色料（紅
麹）
×紅麹色素

米紅麹（米、
米胚芽、紅麹
菌）、紅麹等

ベニコウジ色素、モナスカス色素、
着色料（紅麹）、着色料（モナスカ
ス） ※誤解がない場合、平仮名、
漢字を用いてもよい 例：紅麹色素

備考 年 機能性表示食品制度開始
年 小林製薬 機能性表示食品申請

天然添加物 年 既存添加物
年 第７版添加物公定

紅麹は古来より使用されていて問題は起きていない。
今回の問題は何らかの物質が混入して発生したもので、
紅麹自身が悪いという事ではない。ベニコウジ色素は培
養後に菌体より抽出したもので、紅麹とは異なる。添加
物協会は 3 月 29 日に「違うものだ」との声明文を掲載
した。行政も Q&A で「紅麹とベニコウジ色素は違うも
のだ」と 4 月 10 日に公表している。

紅麹食品問題などに関する意見交換会　4月 25 日　東京・ベルサール八重洲
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いるので、安全性の分析は極めて困難になる。したがっ
て、そこに対してはプロが入らなければならない。消費
者庁が書類を見て因果関係をきちんと判断できるかとい
うと、それはかなり困難だと思う。まして小林製薬は、
製薬と名前がついているが、医療用の医薬品製造の経験
は無く、主に衛生関係製品の化学会社なので、今回の因
果関係に関して実際にはよくわからない。

急性毒性と慢性毒性：さらに、「毒性」には「急性毒性」
と「慢性毒性」があり、今回の場合がもし本当に何か混
入した事例だとしたら、去年の 10 月頃からの事例なの
で急性毒性だろうとは思うが、そこも判断はできない。
実は物を食べて健康被害を起こすのは「急性毒性」が一
番多い。長く服用しているもので起こす例は割と少ない。

われわれは「毒性」というのを、「毒性が無くて安全」
とか「何か毒が入っていて危険」と考えがちだが、現実
には一つの物質が「毒性」を表したり「薬効」を示した
りする。生き物に害を与えるか与えないかは、「毒性」
と「量」のバランスによる。例えばトリカブトの毒は極
めて強力だが、漢方薬では附

ぶ し
子と呼ばれて生薬として使

われている。風邪の時などに、附子を含んだ風邪薬を飲
まれた方はかなりいると思う。また「ボツリヌス菌毒素」
は宇宙最強の毒素と言われているが、ボトックスの原料
として美容で使われている。「毒性」と「薬効」は表裏
一体なのである。そして長期間の投与で生じる慢性毒性
は、その製品を信じて食べていたロイヤリティの高い人
ほど被害を受けてしまうため、会社としては安全性を大
事にしておかなければならない。

副作用の調査分析：とにかく早く調査をすることが重
要になる。集められる情報は徹底的に集める。今回の紅
麹に含まれているモナコリン K という成分は、ロバス
タチンそのもので、コレステロール低下作用を持つ「ス
タチン」と呼ばれる医薬品と同じである。この物質は肝
臓で分解される時にグレープフルーツジュースと相互作
用するため、今回の症例ではグレープフルーツジュース
を飲んでいなかったのかなどを調べなければならない。
定期購入で販売されている「健康食品」の場合であれば、
定期購入者に定期的に聞くことで、比較的簡単に安全性
のデータベースを構築するができる。だが安全性の分析
は専門家でないとかなり難しいので、例えば小さな会社
が単独でやるのではなく、業界団体などの団体や組織を
作って、そこに専門家が関与していくつかの会社の安全
性を分析をするのが良いのではないか。このような取り

組みによって安全性とロイヤルカスタマーを守ることが
非常に重要なことになる。

紅麹は健康食品なのか医薬品なのか：紅麹の有効成分
はモナコリン K という成分を含むポリケチドで、モナ
コリン K はロバスタチンというスタチンであり、そっ
くりそのままコレステロール降下剤である。そもそもロ
バスタチンは紅麹から発見されたモナコリン K そのも
のである。

創薬の歴史：創薬の歴史は、昔から自然の中にある化
学物質や植物から、例えば漢方薬のように何か効果のあ
るものを見つけて来ることだった。いずれも偶然見つけ
ていたが、なぜ効くかは誰もわからなかった。しかし
1962 年、英国の Sir James Black は薬が「受容体 = レ
セプター」に結合すると効くことを発見し、世界で初め
てβ受容体に結合するプロプラノロールという薬を創製
した。これ以降レセプター創薬の時代に入り、今はそれ
が当たり前になっている。

コレスティン事件：実はロバスタチンは海外で販売さ
れていて、これを巡ってアメリカでは「コレスティン事
件」という訴訟事件が起こった。1998 年に、ある会社
がロバスタチンを含む紅麹由来の健康食品を発売した
が、FDA（アメリカ食品医薬品局）は、ロバスタチン
はすでに薬として売られているから健康食品として売る
べきではないと、販売の差し止めを命じた。ところが訴
訟になり、連邦地方裁判所は栄養補助食品健康教育法と
いう法律に基づいて栄養補助食品として販売されている
ので、薬を管轄する FDA の禁止措置は違法であるとし、
今も栄養補助食品として販売されている。だがアメリカ
の医学会では、「販売されているが、一応薬として濃縮
してしまうとかなり効果が強くなる可能性もあるため使
用しないように」と言っている。

実際、小林製薬のデータをよく見ると、たしかに
LDL が下がるが、それは正常値範囲内の変化でしかな
い。正常範囲内のデータ変動に何の意味があるのかとい
うことになる。

効能効果と広告：また、効能効果の宣伝も実は健康食
品では非常に大きな問題になる。例えば「本品には何々
が含まれるので、何々に効きます」などと書いてあるが、
摂取量について記述のないものもある。「砂糖が入って
いるから甘い」という記載では、砂糖を一粒入れている
のか、10g 入っているのか、50g 入っているのかわか
らない。健康食品はこうした記載が非常にいい加減で、
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5 森田 満樹（もりた  まき） 氏
（消費生活コンサルタント）

小林製薬の紅麹サプリ問題が示した
健康食品の安全性と事業者責任

最初に混乱期があって、次に
工場がどれだけ汚いかという
話、さらに因果関係のわからな
いものが次々と出てくる点で、
私はあの雪印の事件（2000 年
に起こった乳製品による集団食
中毒）を思い出した。そして今は機能性表示食品の検討
ということに話が移ってきている。

小林製薬の紅麹サプリメント問題を整理すると、品質
管理が難しく、製造ロットが汚染されていたらしいこと
だ。健康被害情報をきちんと把握していたのに公開する
まで時間がかかったというガバナンスの問題もある。食
品用素材に問題物質は検出されていないと言いながら、
二次原料に使っているものまで自主回収が広がってし
まった。消費者からすると紅麹と名のつくものは本当に
全部心配で、紅麹でない一般の白麹にまでその影響が及
んでいる。

国もこの健康被害情報を把握しなかったという反省か
ら、健康被害情報に関して見直していこうとしている。
私も参加している機能性食品検討会では、品質管理の問
題と健康被害情報の収集が話し合われていくと思う。い
わゆる健康食品の中の保健系の食品は消費者庁が把握し
ている。健康食品の安全性全般は厚生労働省が把握して
おり、本当に危険なものは規制するとか、指定成分に関
しては GMP と健康被害情報を義務づけるなどをやって
いるが、それでもなお今回の事件が起きてしまった。

トクホであれ機能性表示食品であれ、こういう宣伝は非
常に危険である。

健康被害と広告：製薬業界は長い歴史の中で薬害など
の苦い経験を数多くしてきた。例えばキノホルムによる
スモン事件。整腸剤キノホルムは腸から吸収されない
と考えられていたので、1960 年代の日本ではどんどん
使っていたが、実は思っていた以上に腸から吸収されて
神経に働いて手足が痺れるなどの被害（スモン）が生じ
ていた。ある程度人の体に効くものを売るならば、「ど
んどん効きます」といった無制限の宣伝は許されるべき
ではない。法令にも詳しくなく過去の薬害の歴史もよく
知らずに、どんどん宣伝しましょうという宣伝担当者も
いるが、安全性がないがしろにされてはいけない。

栄養補助食品健康教育法：アメリカの栄養補助食品健
康教育法には「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」

（GMP ＝ Good Manufacturing Practice）が記載され
ている。中でも一番大事なことは原材料の 100% 同一
性の確認である。今日飲んでたカプセルと昨日飲んだカ
プセルが同じものかは誰にもわからない。表示通りの成
分がきちんと入ってるのか、均質なのか、衛生的に作っ
たのか、何が入っているのか、カプセル状態にする以上
は、製造工程のプロセスで徹底的に安全性も確認しなけ
ればならないということだ。

今回の小林製薬の記者会見で非常に大きな問題だと
思ったのは、事故が起きた後に成分を見てみたら変な成
分が入っていたという発表だ。それは物を売る立場、薬
屋としては許されない。少なくとも売る前に、口に入る
前に全部確認しておく必要がある。そうでないことが許
されてしまう状況はおかしい。

偽医療に気を付けることも重要である。いろいろと人
を騙してお金を儲けようとする人たちにはいくつか特徴
がある。例えば「癌が自然療法で治る」、「製薬会社は抗
がん剤を売るためにそのことを隠している」などと言っ
ている者もいるが、製薬会社は効果のある薬探しが仕事
なので、世界中の色々なものを見て、薬になると聞いた
ら飛んで行き、薬の種になるものを探している。効果が
あるものがあれば、その中で毒性や安全性等の検討が必
要なので、「長く使うほど効果が出ます」というような
ものはない。

効果と安全性：効果と安全性はバランスが非常に重要
である。特に健康補助食品に関しては、健康な人が健康
を維持したいと思って買うものなので、ここで事故を起

こすことがあってはならない。病気の人が少しでも延命
しようと最後の手段として使っている場合の薬は、ある
程度の犠牲は仕方ないのかもしれないが、健康食品に関
しては許されない。また、事故を起こしたいと思って製
品を供給している会社はないが、どこかで安全性に関し
てはあまりお金を費やさなくてもいいのではないかと判
断したことにより、後々になって痛い目に合うというこ
とがある。それが今回、小林製薬の対応の中で非常に大
きな問題になったと考える。

紅麹食品問題などに関する意見交換会　4月 25 日　東京・ベルサール八重洲
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6) 石井 勇人 （いしい  はやと）氏
（共同通信アグリラボ編集長）

テレビのワイドショーなどで
コメンテーターと称する人が専
門家でもないのに色々コメント
すること自体が大変な問題だと
思っているので、今日は私の立
場で何かコメントするというよ
りは、5 人の専門家のお話をどういうふうに受け止めた
かを申し上げたい。

前橋先生の「麹と紅麹とは全く別物だ」という話が個
人的に印象に残った。日本の古来からある国菌の麹は、
お米を包んでいるような漢字である。中国の「べにこう
じ ( 紅麯 )」は曲がるという字だということがとても印
象に残った。同じ「こうじ」でも全然違うものだという

　質疑 応答

Q　前橋先生にお聞きしたい。今回ペニシリンのカビ毒
ではないかとも言われているが、昔から麹を作ってい
るところ、麹だらけのところだと、他のカビが生えて
しまうのか。一つの菌で収まっている所は滅多に他の
菌は入って来ないのではないか。

前橋　醸造産業は極めて長い歴史があり、蔵を 200 年
300 年使っているところも珍しくない。築 80 年程度
の蔵では老朽化と言わない。ずっとそこで麹だけを
作っており、悪い菌がいない。ほかには酵母とか乳酸
菌とかが住み着いているが、有害な菌は全くいない。
これは歴史が保証している。だが同じことを新築でや
り始めたら話が違う。やるなら、まず完全消毒をして、
純粋に麹菌を取り入れて始めなければならない。

Q　今回は薬ではなく食品だという事で、ハサップ
(HACCP) の自主衛生管理となるので、自分の製品は
自分で管理するということだが、小林製薬がわからな
いという成分について、時系列は分からないが、普通
の分析屋さんならば何かおかしなピークがあるという
情報をもっと早く出してほしかった。わからないまま
にしておく事について、どうお考えか。

前橋　醗酵と腐敗の違いは、良いか悪いかの違いしかな
くて、物質で特定できない。ハサップも、どうやって
管理しているかは製造者しか知らない。温度、手順、
タイミングなどが関係してくるが、細かい点は製造者
しか知りえない。特に醗酵は生き物なので、これとこ
れを加えたら必ずこうなるとは限らない。微生物の場

特定保健用食品（トクホ）や栄養機能食品と違って、
機能性表示食品は届出だけで国は安全性評価に関与して
いない。機能性表示食品の制度ができた時は B 級トク
ホなどと言われていたが、仕組みが全然違う。事業者に
とっては機能性表示食品の方が扱いやすいので、特保は
どんどん廃れていく一方、機能性表示食品は９年間で
7000 製品の市場となっている。機能性食品は安全性・
有効性のデータを届け出ており、消費者も見ることがで
きるのだが、こんな大きな事故が起きてしまった。

いわゆる健康食品は「コレステロールを下げる」など
とは書けないが、機能性表示食品は書けてしまう。安全
性の臨床試験までしているものもあれば、サプリメント
の食経験のような短い安全性評価しかないようなものも
あり、事業者の対応の仕方がバラバラなので、やはりガ
イドラインを見直すべきだ。

日本の機能性表示食品はアメリカの制度を基に作られ
たが、品質管理（GMP）、健康被害情報の収集等を義務
化しいないところが甘かった。日本の届出データベース
を見ても安全情報（安全性評価、品質管理、健康被害情
報）がなかなかわからない。小林製薬の紅麹の届出用紙
を見ても、リスク情報はきちんと取れない。アメリカは
安全性評価について 25 年以上の経験を持つが、今回の
サプリメントは 2018 年に届け出てから３年ほどの販売
実績しかない。そういう色々な問題がこれから見直され
ていくことになると思う。

強烈なメッセージで、しかし名前が似ているから混乱す
るということはある。新聞は用字の制限があって同じ漢
字を使う。

消費者庁のホームページに「麹と紅麹は違います」と
あるが、どうしても同じ漢字を使ってしまう。全く別物
だということを知らせるためには、表記のところから
きっちり変えていかないと今後も混乱するのではと感じ
た。コレラと似ているから豚コレラと言っていたのを豚
熱と変えた。あの狂牛病というのも、全然イメージが違
うから牛海綿状脳症 (BSE) というふうに変えた。「そん
なことは本質的じゃない」という議論もあったが、何日
か経つと定着してきて「違うものだ」というメッセージ
になってくる。そこは検討してもらえるとありがたい。
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　合は特にそれが大きく、同じ原料、同じ培養方法でやっ
ても、醸造では度々そういう事が起こるので、ブレン
ドなどをして調節する。そういったところも理解した
かどうかだが、そこを調べるのはとても大変だ。

Q　植地先生に伺いたい。ほかの薬との飲み合わせで、
どんな健康食品を使っているかなどと聞いてくるお医
者さんはあまりいない。今回はシトリニンに問題が
あったからではないか。健康被害情報をいかに有効に
進めるのか、医者や医療関係者、薬剤師を含めて情報
を重視する方向で進めていくのか。また、医者の中で
どれだけ健康食品について確認するムードになってい
るのか。今回の件で、医療現場の中で健康食品につい
て聞いていかねばならないとなっているのか。

植地　日本医師会から、「健康食品について被害を教え
てください」「報告してくれ」という手紙が来るが、
私はほとんど興味がない。健康食品がどこでどのよう
に売られているかもわからないし、商品名だけ言われ
てもわからない。医者に言われても、知識が無いので
わからない。消費者が何をしたくてそれを食べている
のかもわからない。医者の中にも健康食品が嫌いな人
はたくさんいる。それ以上突っ込むことはほとんどな
く、それが現状ではないか。

Q　紅麹は長年使われていたのに、なぜ、いまさら問題
が出たのか。元々シトリニンが微妙に含まれていたの
が、サプリで濃縮されたというのは間違いか。

前橋　今回の件ではシトリニンは検出されていない。紅
麹が危ないという話ではなく、製造の問題である。メー
カーもそのことを発表している。

Q　ではどこからどうなって生じたのか。
前橋　今回の原因は分からないが、ロットが限られた製

造工程での問題である。
植地　シトリニンはまったく関係ない。消費者が何錠飲

んだか全くわからないが、モナコリン、ロバスタチン

は 10mg で効く。錠剤 1 錠の中に 5mg とか 3mg と
か入っている。例えば 1 回に 20 錠 30 錠、そこまで
いかなくても 10 錠飲んでいると、明らかに筋障害や
腎障害を起こす。これはスタチンの性質である。もと
もとロバスタチン自体が安全域の非常に狭い製品なの
に、健康食品の怖いところは、その容量がどれくらい
含まれているかがわからないことだ。健康になりたい
からと、たくさん食べてしまう人がいるが、本来の作
用の延長線上にある毒性が出てきてしまうことがあ
り、そちらの方がよほど可能性としてはあると思う。

Q　弊社は取引先やショッピングモールから問い合わせ
が数件程度あったが、落ち着いていた。ただし社内か
らどのように対応すべきかと、品質管理部門に質問が
来たので、森田先生の FOOCOM.NET の記事を使っ
て解説をしたところ、納得され、紅麹を全く使わなく
なるような事態にはならなかった。今般の問題で情報
の発信の仕方、拡散のされ方が問題になり、風評被害
が出たが、発信の仕方・され方などのどこに問題があっ
たのか。政府、マスコミ、事業者、団体等において「こ
ういうことがあればよかった」ということがあれば教
えて欲しい。

石井　マスメディアの立場からコメントすると、新聞、
雑誌や放送などの伝統的メディアは比較的落ち着いて
いた。騒いでいたのは SNS だ。共同通信のデータベー
スでは、紅麹の報道は、ざっくり数えると 1 カ月で
650 本あった。雪印事件、カイワレ O-157 事件など
と似た水準だが、当時は差し替え本数が少なかった。
今は新しい要素が入るとどんどん差し替えるので、本
数としては少なく、実際に新聞に掲載されるのはもっ
と少ない。SNS 系と既存メディアでは、全く流れ方
が違うものになる。そこを十把一絡げで「メディア」
とくくるのは危険で、きめの細かい対応が必要になる。

森田　小林製薬の会見を聞いていると、適切な情報発信
をしていない。ロット番号の情報が後から出てきた。
わかる情報は早く開示すべきだ。国の方ではなかなか
原因究明が進んでいない。全容解明には時間がかかる
ので、わかっている情報を整理しつつ、機能性表示食
品検討会でも今ある制度をできるだけ良くしていくだ
ろう。少しずつ事態が落ち着いていき、何カ月か経っ
てから原因がわかることがあるので、しばらく見てい
かなければならない。それまで予断を与えるような情
報を国が発しないのは、無理もないことと思う。

紅麹食品問題などに関する意見交換会　4月 25 日　東京・ベルサール八重洲
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安全・安心委員会
3 月 5 日　JF センター会議室

岸野誠人安全・安心委員長ほか委員 26 名出席者

コロナ禍後の衛生管理、食中毒対策、アレルギー対応、
異物混入等の取り組みについて事例発表と意見交換が行
われた。以下は㈱物語コーポレーションと㈱ JR 東日本
の事例発表の概要である。

㈱物語コーポレーション　
店舗衛生強化グループ　傅野 剛生グループ長

グループとしての衛生管理・食中毒対応

当社では焼き肉、しゃぶしゃぶ等それぞれの事業部の
代表で構成するグループ衛生委員会を組織化し、衛生委
員会には各部門長が出席して衛生管理のよりよい改善方
法について意見を出しあう。また、２週間に 1 回程度、
衛生管理に関する講義を実施し、情報共有を図っている。

店舗管理は衛生管理アプリを活用してモニタリングを
強化し、お客様アンケートの調査結果を共有して改善に
役立てる。例えば「皿が汚い」という苦情が出れば、洗
剤の選定方法やマニュアルの見直しを行い、営業部門に
限らず店舗開発や品質管理の担当からも意見を聞き、会
議で問題を共有する。会議には事業部長も参加すること
で、意図や目的が伝わりやすくなった。

グループ衛生委員会が発足してから報告が 100％上
がってくるようになった。我々は焼き肉やしゃぶしゃぶ
の食べ放題を基本とする業態なので、食中毒が発生した
際には初期対応や正確な情報の把握がポイントになる。
社員が理解しやすいように問題・課題を水平展開し、「今、
何に取り組んでいて、どこまで進捗しているのか」を情

報開示してい
る。 グ ル ー プ
衛生委員会の
報告会には経
営陣も参加し
て い る。 経 営
陣から店舗ま
で一気通貫で
現状が伝わる
ことがメリッ
トである。

㈱ JR 東日本 クロスステーション
山崎 健一 統括本部 総務・法務ユニットマネジャー

食物アレルギーへの対応状況

弊社は 2021 年に６社が合併し、コンビニ、卸工場、
外食、不動産などの業務に携わっている。

アレルギーに対しては、商品開発に用いる原価計算表
を参考にしてアレルゲン情報の表を作成し、営業担当者
がポップやホームページ等で公表している。

アレルゲンの問い合わせに対しては、例えば卵やトウ
モロコシが含まれているかどうかなど、アレルゲンの有
無をきちんと説明する。商品の取り違えや、説明があっ
たのかなかったのか、グルテンフリーメニューなのかそ
うでないのか等々に関する事例も保存している。

カレーに入っていたカシューナッツが原因でアレル
ギーが起こったとか、アレルギーの説明を受けずに蕎麦
を食べてしまったことなどに対して謝罪を要求されたこ
ともある。またアレルギーの対応は日本人に限らない。
インバウンドの増加で長野県は外国人で溢れている。彼
らは蕎麦を食べに行くのだが、蕎麦に対するアレルギー
の認識がないので、英語表記とピクトグラムを取り入れ
て注意喚起している。

社内教育で常に話していることは、アレルギーのある
人が決して少数ではないということだ。ナッツ類のアレ
ルギーについて質問があった際には、「わかりません」
とお答えするようにしている。アレルギー表示推奨品目
が追加されると、それに対応した情報のアップデートが
大変だ。外食は川下に位置するので、時間をかけて慎重
に取り組みを見直している。

協会活動報告

JR 東日本クロスステーションの
食物アレルギーに関する留意事項
・アレルゲン情報範囲の異なる商品の混在禁止
・店舗において市販食材買い足しの禁止
・店舗による ＰＯＰ類作成の禁止
・ワンマン店舗においては、食品成分問い合わせ窓口の 

電話番号を店内に掲示
・お問い合わせに対し、「なにか気がかりなことがある

か（嗜好→当該食材のみ抜き対応可能）」
「同じキッチン内での調理（コンタミネーション）」の 
確認と説明
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グループ衛⽣の仕組み
【グループ衛⽣の取組み】

HACCP による『広域的な⾷中毒への対策強化』
①⾷品安全ポリシー
②フードサプライチェーンの 衛⽣管理整備・強化
③安全な⾷材調達と ⾷材由来事故の予防
④衛⽣基準の整備
⑤衛⽣検査機能（仕組み・システム）の強化
⑥店舗衛⽣管理の業務整理
⑦衛⽣管理可能な施設・設備プラン

☞部署の垣根を超え、衛⽣管理の徹底・向上を⽬的
として組織されたチーム

☞主観部署は、品質管理室と営業企画部
☞外部コンサルによるチームメンバーへの衛⽣教育
なども実施

※業態事業推進︓きんぐ・丸源など業態ごとの事業部制
各事業部に業態のルールの策定や改善活動を⾏う組織がある



教育担当者の会
３月 12 日　ＪＦセンター会議室

谷澤公彦委員長ほか 38 名出席

　今年度は㈱リンガーハットの霜山達也氏より自社の教
育の取り組みについて紹介していただいた後、グループ
に分かれてテーマに沿って討議し全員に発表された。 

株式会社　リンガーハット
㈱リンガーハットの教育研修の取り組み

霜山 達也 トレーニング開発チーム部長

《理念教育について》
当社は 1962 年に長崎で創
業し、今から 15 年前の 2009
年に「理念伝承塾」と称して
理念教育をスタートさせた。
当時の対象は正社員のみで
あったが、2011 年よりパート・
アルバイトを含む全従業員に
拡大し、新たに「未来創造塾」
と命名して創業 50周年に向けた教育研修基盤の構築に
乗り出した。
当社の理念教育には２つのツールを用いる。１つは

「フィロソフィー手帳」という理念が明文化されたパス
ポート。内容は大きく２部構成となっており、１部は
“人として ”すばらしい人生を送るために考え成すべき
事柄、２部は “一人一人が経営者 ”という経営者意識を
高めるためにすべき事柄が記されており、パート・アル
バイトを含む全従業員が所有している。
もう１つはグループの理念浸透と組織活性化を目的に
年１回必ず開催する「フィロソフィーセミナー」。全従
業員が対象の大規模セミナーだ。このセミナーはトレー
ニング開発チームが運営しているが、従業員に自社の歴
史を伝えるには過去を知っている経験者が語り伝えるの
がよいと考え、３名の取締役に順番に講演をしてもらっ
ている。以前はリアル開催であったが、コロナ禍以降に
Zoomに切り替えたところ、コストは約 1/10 にまで低
減した。また、店舗運営のためにまとまった時間を確保
しづらかった現場の店長の参加率が格段に増えた。当セ
ミナーは異なる勤務エリアや部署メンバーが一堂に会し

て共通のテーマについて考えるので、個人の考え方の見
直し、企業としての指針調整、コミュニケーション向上
の好機となっている。2014 年から約 10 年間、毎年欠
かさず開催している。これを一番高く評価しているのは
パート社員であり、その熱心な参加姿勢は運営側として
も非常に嬉しい。

《全員参加型経営》
正社員とパート・アルバイトの教育は「全員参加型経
営」とし、大きく分けて２つのことに取り組み、施策実
行力とモチベーションの向上を目指している。
１つは「月例会」で、各店舗、各工場等においてパート・
アルバイトを中心に開催される。当社フィロソフィーの
輪読は勿論、好事例の共有、新たな課題等についてディ
スカッションをする。好事例は継続、課題は改善がなさ
れ、各拠点が独自により良い店づくりの実現に向けて行
動している。質の高い月例会を実施している店舗は、客
数や売上においても好成績を上げている場合が多い。
２つ目は「提案制度」の実施。上述の月例会には本部
社員も巡回参加しているので、従業員が会社に要望等を
提案する機会はあるのだが、ボトムアップ型の基盤を構
築するために、あえて提案制度を設けている。これによ
り従業員の生の意見やアイデアが回収でき、風通しの良
い社内コミュニケーションの活性化にも繋がっている。

《ダイバーシティ推進教育》
当社も多様な人材の能力を最大限に発揮させる「ダイ
バーシティ経営」を目指し、女性活躍推進だけでなく、
多様性やさまざまな視点・発想を尊重し、その能力を最
大限に発揮でき、個人と会社が共に成長・活躍できるよ
う環境整備を進めている。社員の平均年齢が 48歳と高
いことも、ダイバーシティ推進教育の重要性を痛感する
一因といえる。目標は女性管理職、女性社員の増加、女
性・外国人店長の登用、育休取得者の増加である。それ
ぞれ具体的な目標数値と期限を掲げており、年を追うご
とに着々と目標値に近づいている。
具体的な取り組みとして、全社員の繋がりの強化を目
指し、様々な背景を持つメンバーがそれぞれの経験を共
有し、未来について語る「ダイバーシティ未来座談会」
（2023 年度参加者 368 名）、55 歳以上の社員が継続し
て働ける環境づくり・意識づくりを目指した「エルダー
研修」（2023 年度参加者 18 名）、外国人を含めた多様
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性のある職場づくりの実現強化を目指した「特定技能（1
号）」在留資格者の採用（2023 年度受け入れ 22名）等
がある。仕組みや制度の整備のみならず、社員一人一人
の意識や企業風土の醸成にまで注力し、既存社員の活性
化と企業価値の向上にも努めている。
以上の取り組みにより、入社３年未満の社員の離職率
は一般的な平均値よりも低い 9.4％となり、2024 年 3
月時点の目標数値として設定した 20％以下を大幅に下
回った。経験者（パート）の正社員登用、外国人材の採
用・正社員登用も増加傾向にあり、外国人のみで店舗を
試験的に運営するなど、日本人同様に活躍してもらえる
環境整備も進めていく。

事例発表後、教育研修委員会で課題として挙げられた
以下のテーマを取り上げてグループディスカッションが
行われ、グループごとに結果が発表された。
①若年正社員の定着に向けての教育のあり方
②オペレーションおよびサービスにおけるＤＸ推進と教
育のあり方
③スポットワーカーに対する教育のあり方
④教育全般のあり方

協会活動報告

（左）グループディスカッション

の司会を務めていただいたチム

ニー㈱谷内田部長

（下）グループごとにディスカッ

ションの後、問題解決策を発表

５つのグループに分かれ、自己紹介に併せて自社の教育

の取り組みを報告しあって情報を共有

同じ悩みを持つ他社の事例に共感しながら、グループで

解決策を考える

ディスカッションの制限時間いっぱいまで最良の解決策

を模索する
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常任役員会／理事会
３月 27 日　JF センター会議室

【常任役員会】
理事会で報告・審議される事項について事務局より説

明がなされた後、今後の協会活動等について意見が交わ
された。

【行政との懇談会】
五十嵐麻衣子農林水産省外食・食文化課課長から次の

ような説明を受けた。
⚫今年 1 月９日、中小企業の活力向上に関するワーキ

ンググループが開催され、内閣官房副長官より中小企
業のために以下の価格転嫁・取引適正化対策が示され
た。今年の春闘で中小企業が前年（2023 年）を上回
る賃上げを実現するためである。

⚫労務費の適切な転嫁に向けた交渉を進め、原材料費・
エネルギー費の適切なコスト増加分の全額転嫁を行
い、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係を確⽴
するための足掛かりとして、下請中小企業振興法に基
づき定められた「振興基準」を改正する。 

⚫各業界団体が業種の実情に即した形で上述の取り組み
を検討し、自主行動計画に反映させる。自主行動計画
にはサプライチェーン全体の共存共栄を目指すパート
ナーシップ構築宣言の実施に努める旨を盛り込む。次
回のワーキンググループで取組状況を確認する。

⚫原材料費・エネルギー費・労務費等が上昇する中で、
中小企業が持続的な賃上げを実現するには、価格転嫁・
取引適正化が極めて重要であるため、関係省庁が一丸
となって毎年９月と３月に「価格交渉促進月間」を実
施し、各業界の取引慣行の改善などに取り組む。

 【理事会】
以下の事項について報告、審議が行われた。

1 協会行事等経過報告
2 正会員１社賛助会員１社の新規入会申し込み
3 令和５年度事業報告
4 令和６年度事業計画（案）
5 令和６年度予算（案）
6 人口減少問題について

厚生労働省の人口動態統計値によれば、令和５年の出
生数は 758,631 人となり、日本の人口減少および少
子化は当初の予想を上回るスピードで進んでいる。労
働人口の大幅減少は全産業に共通する課題だが、特に

労働集約型の外食産業では人材確保がますます深刻に
なることが想定されるため、外国人材の戦力化、税制
や社会保障制度の抜本的な見直し等が求められる。多
様な価値観、知識、能力、経験等を有する外国人の労
働の選択肢を拡げていくことは極めて重要で、外食産
業の特定技能制度および新規の育成就労制度について
は、重要度の高いテーマとして引き続き取り組んでいく。

7 社会保険の適用拡大問題
政府は 2028 年度までに、雇用保険の適用を現行の「週
の所定労働時間が 20 時間以上」から「20 時間未満」
に引き下げて適用範囲を広げようとしている。週 20
時間未満の非正規雇用者は、雇用保険に加入していな
いと失業給付を受けられず、十分なセーフティネット
が保証されない。仮に雇用保険の加入が「20 時間未満」
に引き下げられた場合、社会保険も 20 時間未満に引
き下げられる可能性がある。

そうなると、人件費の急騰で経営が圧迫されている
今、外食産業は大きな影響を被ることになりかねない。
本年１月 31 日の年金部会では、「適用拡大を進める
際には、関係当事者が制度をしっかり理解することが
前提になる」といった慎重な意見も出ている。雇用保
険と同様に社会保険の加入条件が週労働時間 10 時間
以上となった場合、週 10 時間未満の労働を選択する
パート社員も出てくる可能性がある。引き続き行政の
制度設計の検討に注視し、JF 労務委員会を中心に情
報のアップデートを図っていく。

8 外国人材の活用
政府は技能実習制度と特定技能制度を一本化し、就労
を通じた人材育成と人財確保を目的として新たな在留
資格を創設する。我々は制度設計についての議論の推
移を見守っていく。

9 物流の 2024 年問題
全ての会員に情報を提供するために２月 20 日から全
国で開催中のブロック協議会では、物流関連事業を代
表する企業などから問題の説明を受ける。

⓾ 障害者差別の解消
2021（令和３）年に障害者差別解消法が改正され、
事業者は障害のある人への合理的配慮の提供が義務づ
けられた。障害のある人が利用しにくい設備やサービ
スなどに対する障壁を取り除くようにしなければなら
ない。2018（平成 30）年に（公財）日本補助犬協会
と連携して作成した「外食産業における障がい者接遇
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マニュアル」なども参考にしながら、障壁の撤廃に取
り組む必要がある。

11. カスタマーハラスメントについて
最近外食店舗で起きている悪質なクレーム・不当要求
問題は、現場の生産性を低下させる要因の一つとなっ
ている。消費者重視は極めて重要だが、正当性に欠け
た過剰な迎合は不健全な消費者群を助長させ、健全な
企業活動の妨げとなる。サービスを提供する側と受け
る側が共に尊重される社会を目指して、小売・サービ
ス業等の関連業界と連携し、悪質クレームの発生抑止
に向けた法的整備を求めていく。

参考：厚生労働省の「カスタマーハラスメント対
策 企 業 マ ニ ュ ア ル 」（https://www.mhlw.go.jp/
content/11900000/000915233.pdf）

JF 新入社員研修
４月２日・４月３日　於：ＪＦセンター会議室

４月２日（講師：力石寛夫氏・松澤宏至氏）と４月３
日（講師：清水均氏）の２コースで延べ 162 名の新入
社員が参加し、外食産業で働く社員として必要な心構え
や知識を学んだ。

４月２日コース

力石 寛夫 氏
（トーマス アンド チカライシ㈱代表取締役）

我々の仕事の社会的な意義、使命、役割
社会的な使命・役割を果たすべき産業人としての意識
を心にとどめ、自身の仕事に誇りをもつべきだ。これ
からの外食産業には “ 豊かさ・やさしさ・楽しさ・感
動 ” をお客様と共有する「ホスピタリティ産業」とし
ての役割が今以上に求められる。なぜならそれが “ 人
の命をも支える ” からだ。

質の向上
「ホスピタリティ」を提供できる人に成るにはどうす
ればよいのか。自分自身の人間性（本質）をいかに高
めていくかという目標を常に掲げておくことだ。当然
のことながら「挨拶」「時間」「身だしなみ」はそれを
高める最も重要な要素となる。挨拶は心を開き、時間
は徹底して守ることで時間的観念を養い、身だしなみ

協会活動報告
は人に不快感を与えない訓練となる。これらを積み重
ねるほど、自身の内面的な土台が強固にかたちづくら
れ、次第に人間性が高まる。例えばゴミを捨てる行為
一つをとっても、投げ捨てるような人もいればそっと
差し出すような所作で捨てる人もいる。食事を提供す
る行為一つをとっても、食材や調理法、美味しい召し
上がり方などの説明が自然とできる人もいる。この歴
然とした違いこそ、常に原点に立ち返り人間性を高め
ようとする意識を持ちながら行動を積み重ねた人がな
せる「ホスピタリティ」なのである。

松澤 宏至 氏
（㈱ノーヴァス＆ホスピタリティカンパニー代表取締役）

これからの時代に求められる人材
数年前に話題となった米 Amazon の無人キャッシュ
レス店と同様の店舗が、日本国内においても見られる
ようになった。コロナ禍を経て AI の普及が進んだが、
逆に人々は人の温かさをより一層求めている。慢性化
した人手不足やコロナ禍で求められた非接触対応が
フードサービス業の AI の導入を加速させ、マニュア
ルの徹底、サービスの平準化、ミスやクレームの防止
等、人力を使わずとも顧客の期待に応えられるように
なった。しかし、これは「顧客満足」の領域にすぎず、
ポストコロナの人々はそれを超越する「顧客感動」を
渇望している。AI の活躍は目覚ましいが、個々の顧
客に応じた特定の対応や信頼関係の構築など、“ ホス
ピタリティの領域 ” には人でしか立ち入れない。これ
からの時代の店選びの基準は、より一層コミュニケー
ション能力のある人財である。そのような人財は、基
本の挨拶の徹底、清掃、素直な心、自己開示等、人と
して当たり前の事に至誠を尽くし、いつでも何処でも
誰にでもその姿勢を貫き、人間性（本質）を高めてい
くことができる。

私たちが提供する価値
私たちの仕事には、QSC という食の３要素がある。
QSC の概念を経営の軸に最初に取り入れたのは、マ
クドナルドの創業者レイ・クロック氏である。QSC
は全ての飲食店の経営に欠かせない要素であり、業界
人であれば誰もが知っておかなければならない。トッ
プが決めた QSC の基準を満たせない店は、顧客の期
待に応えることができず、不満へとつながっていく。
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競合店がひしめく今の時代、期待できない店を選択す
る理由はない。悪天候やコロナウイルス、近隣イベン
ト等の外的要因により客数が減ることは致し方ない
が、QSC レベルが低くて顧客が減ってしまうのは内
的要因であり、店にいる自分たちの問題である。価値
を感じてもらえる店になるには、顧客の期待を超える
対応がどれだけできるかに関わってくる。

４月３日　清水講師コース

清水 均 氏
（㈱プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント

研究所代表取締役）

ホスピタリティの原点
ホスピタリティは「おも

てなし」や「おもてなしの心」
などと訳され、言葉の起源
は巡礼の旅にさかのぼる。

スペインのサンチャゴに
続く「巡礼の道」と日本の「熊
野参詣道」、この２つの「道」は世界遺産として登録さ
れている。交通機関のない古代、自らの足で一歩ずつ歩
み、野山や狭い道を一心に祈り、願いを込めながら、ひ
たむきに聖地を目指して巡礼した。

寒い嵐の夜、人里離れた道に迷い、巡礼の母子がずぶ
濡れになりながら、一軒家のあなたの家の灯りを頼りに
やって来て、「今夜一晩だけ、納屋の軒下を使わせても
らえないでしょうか」と言ったとき、あなたはどうする
だろうか。

この業界を職業として選んだ諸君ならば、きっと暖か
い家の中に招き入れ、熱いスープを出し、古着の着替え
を与えるのではないか。また、空部屋があれば宿泊の場
として提供し、翌朝は自分の家族と一緒に「朝食をどう
ぞ」と声をかけるだろう。これこそまさに「ホスピタリ
ティ」の原点である。相手の立場になり、思いやりに溢
れた心遣いや行動を示し、相手に喜んでもらうことが自
分の喜びにもつながる。この「ホスピタリティ」の心は
人として誰もが必ず持っているものである。

松澤宏至氏力石寛夫氏

米国の無人キャッシュレス店舗の映像視聴後、各自の気づき

をグループで共有する

企業の垣根を超えて率直な意見を述べあう

自社の経営理念と顧客接点での生かし方を発表する新入社員
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協会活動報告
因は発側なのか、着側なのか、生産工程に起因する問
題なのか、積み卸しや棚入れ・棚出しなどの附帯作業
に起因する問題なのか、運行計画や配車計画の見直し
は必要ないのかなど、輸送工程のどの部分がボトル
ネックとなっているのかを調べ、その原因を取り除く。
ステップ４　輸送以外の業務の中にある改善の種を探す

発地から着地までの物の流れのなかには、輸送だけで
なく入荷、検品、仕分け、保管、ピッキング、包装、
荷役、積込み、出荷、配送など様々なプロセスが存在
し、様々な主体が関わっている。荷主や荷役作業会社
が担っている部分が原因となって長時間労働や荷待ち
時間等が発生しているのであれば、関係者全てに参画
を促し、話し合い協力し合いながら、解決へ導く。
ステップ５　設備投資の成果の想定

工場内のレイアウト変更や物流システムの構築、物流
機器の導入などは、一定の費用が発生するが大きな成
果も期待できる。費用をかけるのであれば、成果は荷
主、運送事業者の双方が享受できることが望ましい。
したがって、改善を実施することによって荷主と運送
事業者が享受できる成果を想定し、これに基づいた応
分の費用負担を検討することが、継続的な改善の取組
みに必要となる。
ステップ６　成果を測定するための指標を設定し、

効果の「見える化」を測る
改善の成果を測定するには、問題点と改善に向けた意
識を関係者間で共有する必要があり、そのためには問
題の状況を定量指標により定期的に計測し、目標を設
定して改善に取り組むことが望ましい。国土交通省の

「物流事業者における KPI 導入の手引き｣ を活用する
ことも有効である。
ステップ７　PDCAを回していく

改善の成果を測定するための複数の指標を設定した場
合、目標が達成されている指標もあれば、未達成の指
標もある。達成度合いを定期的にモニタリングしなが
ら、さらなる改善につなげていく PDCA を回してい
く。具体的には、「Plan：実態把握に基づき改善計画
と成果測定のための指標を作成」し、「Do：その計画
に沿って改善を実行」、その結果を定期的に「Check：
改善が計画に沿っているかどうかを指標に基づき評
価」し、「Act：指標が達成できていない部分とその
原因を調べて、さらなる改善を行う」という４段階を
繰り返す。

北海道ブロック協議会
４月 16 日　札幌 ACU 研修室

大山泰正ブロック長　他 82 名参加

2023 年度最後のブロック協議会は北海道で行われ、
物流 2024 年問題については、北海道を拠点に道産商材
や加工食品等の輸送を手掛ける共通運送株式会社の吉田
氏に話していただいた。

物流 2024 年問題の対応について
共通運送株式会社　
吉田主也 ( よしだ  かずや ) ブランディング室室長 

2024 年問題の解決に向けて労働条件を改善するため
に当社が取り組む７つのステップを紹介したい。

ステップ１　問題意識を共有し意見を交換する
まずは荷主とトラック運送事業者との間で、労働条件
の改善に関する問題意識を共有し、その機運を醸成す
る。より実効性を高めるには輸送に関わる関係者全員
をメンバーとした検討の場を設け、定期的な意見交換
を実施することが望ましい。
ステップ２　労働時間を正確に把握する

例えば荷待ち時間が問題なのであれば、どの場所で、
どの位の時間を費やしているのか、どのくらいの頻度
で発生しているのかを把握し、定量的データを荷主と
トラック運送事業者が共有し、荷主の理解と改善への
協力を得られるよう、コミュニケーションをとってい
く。
ステップ３　ネガティブな実態の原因を把握し検証する

長時間労働や荷待ち時間等がなぜ起きているのかが分
からなければ、改善に向けた検討が困難になってしま
う。どこかの作業が滞れば物流全体が滞り、トラック
ドライバーの長時間労働につながる。長時間労働の原
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常任役員会／理事会
４月 23 日　JF センター会議室

【常任役員会】
理事会で報告・審議される事項について事務局より説

明がなされた後、今後の協会活動等について意見が交わ
された。

【行政との懇談会】
五十嵐麻衣子農林水産省外食・食文化課課長から、加

工・業務用野菜のサプライチェーン強靭化に向けて以下
の説明があった。
・本年４月、国産原材料の利用を促進する新規部署「原

材料調達・品質管理改善室」が発足し、原材料の国産
食材への切り替えをはじめ、食品企業の生産性と品質
管理の向上に取り組んでいく。

・特に、日本で消費される野菜の約６割が加工・業務用
で、そのうちの３割程度が輸入に依存していることか
ら、海外調達リスクを軽減するために、加工・業務用
を中心とした国産野菜の生産・供給に携わる事業者の
経営安定化を図り、国産野菜の活用拡大を目指す「国
産野菜シェア奪還プロジェクト」を立ち上げる。

・国産野菜の活用拡大と安定した供給・品質等を確保す
るために、生産・供給に関わる事業者たちがサプライ
チェーンを構築し、具体的な取り組みを進めていく

また、政府が３月 13 日に公表した「中堅企業成長
促進パッケージ」の説明も受けた。これは、国内で事
業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している
中堅企業（従業員数 2000 人以下）の成長を促すため
に、(1) 国内投資の拡大とイノベーションの促進、(2)
良質な雇用の実現、(3) 外需獲得（グローバル展開とイ
ンバウンドの取り込み）の支援、(4) 経営基盤の強化・
整備の４つを重点項目として、中堅企業の成長促進に
効果的な様々な施策のパッケージを掲載している。（参
考：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_
kojyo/index.html）

その後、以下の事項について報告、審議が行われた。
1 協会行事等経過報告
2 正会員１社の新規入会申し込み
3 令和５年度事業報告および令和６年度事業計画
4 令和５年度収支報告および令和６年度予算（案）

5 定時総会の開催と議案について
6 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大問題

現在、厚生労働省の「働き方の多様化を踏まえた被用
者保険の適用の在り方に関する懇談会」では、短時間
労働者に対する社会保険の適用拡大について、「企業
規模要件の撤廃」「個人事業所の非適用事業種の解消」
が議論されている。厚労省から協会の意見を聞きたい
との要請があり、急遽近藤会長が本部会に出席し、次
の意見を述べた。
•外食産業には小規模・個人営業が圧倒的に多いこと

から、仮に適用範囲が拡げられた場合、小規模・個
人店に大きな影響を及ぼすことが想定される。

•週労働時間 20 時間未満の短時間労働者への適用拡
大について、厚労省年金部会では、雇用保険の新た
な加入基準である週 10 時間を参考に社会保険の適
用拡大を進めるべきという意見もあるが、実現すれ
ば新たな「壁」が生じることになる。

•適用対象の標準報酬月額 8.8 万円（106 万円）を引
き下げることについても、現行の国民年金の保険料
との関係で不公平を助長することになる。

•年金制度の抜本改革に向けては、基礎年金の全額税
方式を検討し、必要な財源については社会保障と税
の一体改革の中で検討するべきである。

7 外国人材の受入状況
外食業の外国人労働者数は約 200 万２千人となった

（令和５年 10 月時点）。前年に比べて約 22 万５千人
の増加で過去最高を更新した。在留資格者の過半数
は留学生（約 55％）。国籍別では、ベトナムが最も
多く 51 万８千人（全体の 25.3%）。次いで中国の 39
万７千人、フィリピンの 22 万６千人となっている。
昨年６月には特定技能２号の対象に外食業が追加さ
れ、今年３月 29 日、30 日に第一回目の飲食料品製
造業の特定技能 2 号の技能測定試験が全国５都道府県
で実施された。

8 その他（紅麹問題について）
4 月 25 日、紅麹原料を使ったサプリメントによる健
康被害の拡大について、協会と食の安全安心財団の共
催により緊急情報交換会を開催する。「紅麹」は食品
や着色料として広く利用されており、食品への風評被
害などが懸念されたことから、現時点で明らかになっ
ている点や問題の所在などについて、行政、学者、医
師などの専門家を交えて意見交換を行う。

協会活動報告
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全店データ／前年比
売上高

店舗数 客　数 客単価
（対前年） （対 2019 年）

全　　体
ファーストフード 合　計

洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

市場動向調査市場動向調査

【土日の数が多い曜日まわりと、歓送迎会需要の増加等で売上堅調】   前年より土日の数が 2日多い曜日まわりとコロナ禍の無い歓送迎会シーズン
となったことで客足堅調、外食全体の売上は前年比 111.2％、19年比 113.5％となった。また、円安傾向の継続や、北陸新幹線延伸開業などもあり、
インバウンドを中心に観光需要が好調であった。

３月の業態・業種別外食動向調査

３ 月 度・４月度

全店データ／前年比
売上高

店舗数 客　数 客単価
（対前年） （対 2019 年）

全　　体
ファーストフード 合　計

洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

全店データ／前年比
売上高

店舗数 客　数 客単価
（対前年） （対 2019 年）

全　　体
ファーストフード 合　計

洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

４月の業態・業種別外食動向調査
全店データ／前年比

売上高
店舗数 客　数 客単価

（対前年） （対 2019 年）
全　　体

ファーストフード 合　計
洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

【訪日外客需要などで売上堅調だが、物価高騰が実質成長の勢いを削ぐ】  全国的に桜の開花が遅れたことで花見需要が昨年より増え、また春の歓送
迎会の後押しもあり、外食全体の売上は前年比 106.0％、19 年比 115.1％となった。全国各地では国内外からの観光客の消費が活発であったが、
コロナ禍が明けて一年近くが経つ現在、物価高騰が続き、低価格重視の消費志向が高まる傾向にあり、利益を伴う売上増はおおむね前年ほどでは
ない。
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111.2% 113.5% 99.3% 106.6% 104.4%
110.7% 127.2% 100.0% 106.0% 104.4%
110.4% 141.8% 100.6% 105.5% 104.7%
116.1% 126.7% 101.7% 109.7% 105.8%
113.9% 115.0% 98.3% 104.9% 108.6%
102.9% 108.8% 98.9% 99.8% 103.1%
111.1% 112.1% 99.4% 108.6% 102.3%
113.0% 104.1% 98.3% 109.1% 103.6%
113.6% 97.4% 96.6% 110.3% 103.0%
112.5% 100.0% 98.9% 106.1% 106.0%
111.3% 125.3% 101.5% 108.2% 102.8%
113.6% 121.8% 100.7% 109.4% 103.8%
106.2% 69.8% 97.1% 102.2% 103.9%
106.5% 81.1% 98.0% 99.9% 106.6%
106.0% 65.2% 96.8% 103.6% 102.3%
111.6% 99.7% 97.0% 108.1% 103.2%
110.0% 104.2% 100.1% 103.2% 106.5%
107.2% 118.2% 103.6% 104.3% 102.8%

106.0% 115.1% 99.8% 103.0% 102.9%
105.4% 128.6% 100.6% 102.3% 103.1%
104.3% 147.6% 100.8% 101.5% 102.8%
106.7% 127.9% 103.0% 103.3% 103.2%
110.2% 111.1% 98.8% 103.5% 106.5%
101.3% 104.8% 99.1% 98.9% 102.4%
111.4% 121.1% 99.8% 106.6% 104.4%
107.0% 106.1% 98.9% 104.6% 102.3%
109.2% 103.0% 96.5% 105.8% 103.2%
106.9% 97.3% 100.3% 102.7% 104.1%
107.7% 126.4% 101.7% 105.3% 102.2%
98.9% 118.9% 102.6% 97.2% 101.7%
105.7% 69.1% 97.2% 104.1% 101.5%
107.1% 80.5% 98.5% 104.1% 102.8%
105.0% 64.4% 96.8% 104.1% 100.9%
103.5% 95.8% 97.7% 102.6% 100.8%
108.6% 112.1% 99.2% 103.1% 105.4%
105.9% 120.7% 102.1% 106.4% 99.5%



新規会員

正会員     株式会社 魁力屋  
代表取締役 	  藤田  宗
本社 		   京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670　
TEL 		   075-211-3338
FAX 		   075-211-4339
URL	 	 	 https://corp.kairikiya.co.jp/
業種 		   ラーメン
店舗名 		   京都北白川 ラーメン魁

か い り き や

力屋

＜我が社のプロフィール＞

　当 社 は
2 0 0 3 年
に創業し、
特 製 醤 油
ラ ー メ ン
を 主 力 商
品 と し た

「京都北白
川ラーメン魁力屋」と、から揚げ専門店等を運営しています。
「日本の食文化とおもてなしの心で世界中を笑顔に！」を

経営ビジョンにかかげ、「笑顔」と「元気」と「気くばり」をモッ
トーに、たくさんのお客様に「ありがとう」と言われる、地
域一番のお店を目指しております。2023年12月には株式上
場を果たし、今後さらなる成長をめざしてまいります。

賛助会員     株式会社 カンリー 
代表取締役 Co-CEO	  辰巳  衛
本社 	  東京都品川区西五反田 2-29-5 

日幸五反田ビル 6 階
TEL 	  03-6555-3234
FAX 	  03-6778-8201
URL 	  https://biz.can-ly.com/
業務内容 	  Google ビジネスプロフィール一括管理

SaaS「Canly 」の開発・提供

＜我が社のプロフィール＞　
「店舗経営を支える世界的なインフラを創る」をミッ

ションとして掲げ、店舗のDXを実現するプロダクト提

供を通じて店舗経営にまつわる、あらゆる領域の意思決

定を円滑にしていく統合プラットフォームを目指してい

ます。

現在はチェーン店を中心に国内外68,000店舗以上に

導入される、Google マップ・HP・SNS といった集客媒

体の一元管理ツール「カンリー」、地図検索で近くのクー

ポンがいつでもすぐに探せる“日常使いできる”福利厚

生サービス「フクリー」を提供しております。

賛助会員     株式会社 クロスビット 
代表取締役 	  小久保  孝咲
本社 	  東京都品川区西五反田 7-22-17
TEL 	  050-3187-3023
URL 	  https://x-bit.co.jp/
業務内容 	  シフト管理 DX「 らくしふ 」運営

＜我が社のプロフィール＞　

当社は、LINE でシフトの回収・共有が行えるシフト

管理システム「らくしふ」やスキマ時間のバイト探し「ら

くしふワーク」、アルバイト・パートに特化した労務管

理システム「らくしふ労務管理」を開発・運用しています。

「らくしふ」では、店舗間でのヘルプ勤務を活用した人

員配置最適化によって人件費・採用費の適正化を実現す

るほか、労務違反を防ぐ機能も充実しています。導入事

業所数は20,000を越えており、契約継続率も99%以上

です。導入時はカスタマーチームが丁寧にサポート致し

ます。
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今から日程の確保をお願いいたします

協会創立 50 周年記念式典のご案内協会創立 50 周年記念式典のご案内
　
協会は昭和 49年 10 月に設立され、本年で創立
50周年という大きな節目を迎えます。
　次なる世代に向けて外食産業の新たな飛躍を期
すために、会員の皆様方のご出席のもと、下記の
とおり協会創立 50 周年記念式典等を開催いたし
たいと思っております。

　詳細は追ってご案内しますが、今からの日程の
確保をよろしくお願い申し上げます。

▪日時	 令和６年 10 月 30 日（水）

記念式典	  １４：３０～１５：３０

記念講演会	  １６：００～１７：３０

記念パーティー １８：００～２０：００

（開始時間等の変更がある場合があります）

▪場所　オークラ東京プレステージタワー

　　　    「平安の間」

	 東京都港区虎ノ門 2-10-4






